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関
に
係
る
処
方
箋
に
よ
る
調
剤
の
割
合
が
五
割
を
超
え
る
こ
と
。 

二 
調
剤
基
本
料
の
注
１
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

(1) 
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
六
の
二
に
規
定
す
る
地
域
に
所
在
す
る
こ
と
。 

(2) 

当
該
保
険
薬
局
が
所
在
す
る
特
定
の
区
域
内
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
（
歯
科
医
療
の
み
を
担
当
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
、
許
可
病
床
数
が
二
百
床
未
満
で
あ
り
、
そ
の
数
が
十
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
保
険
薬

局
に
お
い
て
、
特
定
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
処
方
箋
に
よ
る
調
剤
の
割
合
が
七
割
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当

該
保
険
医
療
機
関
は
、
当
該
特
定
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

(3) 

処
方
箋
受
付
回
数
が
一
月
に
二
千
五
百
回
を
超
え
な
い
こ
と
。 

二
の
二 

調
剤
基
本
料
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
薬
局 

一
の
(1)

か
ら
(6)

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
等
に
届
け
出
た
保
険
薬
局
以
外
の

保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。 

三 

調
剤
基
本
料
の
注
４
に
規
定
す
る
保
険
薬
局 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。 
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(1) 

当
該
保
険
薬
局
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
（
医
科
点
数
表
の
初
診
料
の
注
４
に
規
定
す
る

医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
五
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

(2) 
当
該
保
険
薬
局
に
お
け
る
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
価
格
の
妥
結
率
、
医
療
用
医
薬
品
の
取
引
に
係
る
状
況
及
び
流

通
改
善
に
関
す
る
取
組
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告
し
て
い
な
い
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。 

(3) 

薬
剤
師
の
か
か
り
つ
け
機
能
に
係
る
基
本
的
な
業
務
を
一
年
間
実
施
し
て
い
な
い
保
険
薬
局
（
処
方
箋
の
受
付
回

数
が
一
月
に
六
百
回
以
下
の
保
険
薬
局
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

四 

地
域
支
援
体
制
加
算
の
施
設
基
準 

(1) 

地
域
支
援
体
制
加
算
１
の
施
設
基
準 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

調
剤
基
本
料
１
を
算
定
し
て
い
る
保
険
薬
局
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

地
域
医
療
へ
の
貢
献
に
係
る
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

地
域
医
療
へ
の
貢
献
に
係
る
十
分
な
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

(2) 

地
域
支
援
体
制
加
算
２
の
施
設
基
準 
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